
備考

□協議先一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

霞ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ内
阿見町追原2731-2
029-889-0091

廃棄物対策課

協議事項

役場庁舎2階生活環境課

交通安全施設(ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ、標識等）に関する協議

公園・緑地・広場及び遊具等設置・移管・帰属の協
議

調整池計画設置・移管・帰属の協議

排水施設等(道路・水路)に関する協議

雨水排水に関する協議

開発行為等に全般に関する協議

水道事務所
阿見町追原1804-4
029-889-5151

上下水道課

役場庁舎2階道路公園課

都市計画課 役場庁舎2階

道路水路工事施工承認書道路工事施工承認（道路法24条）に関する協議

汚水等放流に係る施設利用承認に関する協議

排水設備計画(確認・変更)申請書に関する協議

雨水排水施設に関する協議

給水事前協議承認書上水道施設の設置・移管・帰属に関する協議

ごみ集積所の設置基準，移管・帰属の協議

土採取事業の規制に関する条例に関する協議

土砂等による土地の埋立て，盛土及びたい積の規
制に関する条例に関する協議

防犯灯に関する協議

公害対策に関する協議

既存水路の改廃の同意

道路払い下げ、付替えに関する協議

道路占用許可（道路法32条）に関する協議

工作物(設置)許可決定通知書工作物設置許可申請に関する協議

本申請添付書類

公共汚水桝設置確認書に関する協議

合併浄化槽設置に関する協議

所管部署 場所

法第32条同意書・協定書

雨水流入同意書

道路境界確認書

道路占用許可書

付替え承認書

用途地域,地区計画に関する協議

町景観条例に関する協議

都市計画道路等都市施設に関する協議

道路の線形・構造・幅員等に関する協議・移管・帰
属に関すること

道路境界確認に関する協議



予防課：消防水利に関する協議

防火水槽,消火栓等

警防課：消防設備・施設に関する協議

埋蔵文化財所在の有無

集会所設置に関する協議

保育所設置に関する協議

計画人口　4,000人～4,800人

通学路の安全確保，学区の調整等

教育施設（保育所を除く）設置に関する協議

水戸市笠原町978-6 大規模開発行為全般に関すること

茨城県庁21階

建築指導課

029-301-4732

土浦市真壁5-17-26

土浦合同庁舎 本庁で取扱う面積未満の開発行為等

第2分庁舎　2階

029-822-7079

・開発行為に先立ち茨城県、町関係部所、地元行政区長と十分な協議を願います。

備考

役場庁舎1階

役場庁舎2階町民活動推進課

茨城県
土木部都市局
建築指導課

学校教育課 役場庁舎3階

生涯学習課
中央公民館

阿見町若栗1886-1
029-888-2526

役場庁舎2階

役場庁舎2階

政策秘書課

総務課

茨城県
県南県民ｾﾝﾀｰ
建築指導課

子ども家庭課 役場庁舎1階

高齢福祉課 役場庁舎1階

農業委員会

役場庁舎1階

役場庁舎1階

森林法，農業振興地域の整備に関する法律に関す
る
協議

商工観光課

農業振興課

開発面積5ha以上又は農地が4ha超（指導要綱に
係る土採取の場合は3ha以上又は土採取量
150,000㎥以上）の開発行為等

稲敷広域消防
本部阿見支所

阿見町若栗3337
029-888-2526

消防水利に関する協議

土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域急傾
斜地崩壊危険箇所等に関する協議

防災危機管理課 役場庁舎2階
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・社会福祉施設、産業廃棄物処理施設等、前提条件として他法令の許認可等が必要な建築物を建築する場合には、各所管官公署等と十分な事前協議を願います。

計画戸数及び規模等
計画戸数500戸～800戸　　　 規模80～100m2
計画戸数800戸～1,600戸　　規模160～200m2
計画戸数1,600戸～2,400戸  規模240～300m2
計画戸数2,400戸以上          規模300m2以上

小学校　計画人口 8,000人～10,000人
中学校　計画人口 16,000人～20,000人
幼稚園　計画人口 4,000人～4,800人

行政区に関する協議

農地法に関する協議

大規模小売店舗立地法に関する協議

社会福祉事業に関する協議

消防施設に関する同意書

埋蔵文化財の調査・保護に関する協議

総合計画に関する協議

住居表示（町界町名）に関する協議

所管部署 場所 協議事項 本申請添付書類


